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佐倉市条例第   号 

   佐倉市下水道条例の一部を改正する条例 

 佐倉市下水道条例（昭和４２年佐倉市条例第１３号の２）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第２号中「４，０００円」を「１万円」に改め、同条第３号及び第４

号中「１，０００円」を「２，０００円」に改め、同条第５号中「３，０００

円」を「４，０００円」に改める。 

 第１３条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第７条の改正規

定は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置等） 

２ 改正後の佐倉市下水道条例第１３条第１項の規定にかかわらず、施行日前

から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日か

ら令和元年１０月３１日までの間に使用料の額が確定するもの（施行日以後

初めて使用料の額が確定する日が同月３１日後であるものにあっては、当該

確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額をその直前の使

用料の額が確定した日から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの

期間の月数で除し、これにその直前の使用料の額が確定した日から同月３１

日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分）につ

いては、なお従前の例による。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、

これを１月とする。 


